
 秋 田 市 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 に 関 す る 要 綱

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 平 成 1 4年 ９ 月 ６ 日

 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 市 長 決 裁

 　 （ 趣 旨 ）

第 １ 条 　 こ の 要 綱 は 、 秋 田 市 審 議 会 等 の 設 置 お よ び 運 営 等 に 関 す る 指 針

（ 平 成 1 4年 ９ 月 ６ 日 策 定 ） 第 ２ 項 に 定 め る 審 議 会 等 （ 以 下 「 審 議 会 等 」

 と い う 。 ） の 会 議 の 公 開 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

 　 （ 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 基 準 ）  

第 ２ 条   審 議 会 等 の 会 議 は 、 原 則 と し て 公 開 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 の い

　 ず れ か に 該 当 す る と き は 、 会 議 の 全 部 又 は 一 部 を 公 開 し な い こ と が で き

 　 る 。

　 ( 1 )  秋 田 市 情 報 公 開 条 例 （ 平 成 ９ 年 1 2月 1 8日 秋 田 市 条 例 第 3 9号 ） 第 ７ 条

 　 各 号 に 規 定 す る 情 報 に つ い て 審 議 等 を 行 う と き 。

 　 ( 2 )  そ の 他 審 議 会 等 に お い て 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る と き 。

 　 （ 公 開 ・ 非 公 開 の 決 定 ）

第 ３ 条 　 審 議 会 等 の 公 開 又 は 非 公 開 は 、 当 該 審 議 会 等 が そ の 会 議 等 に お い

 　 て 決 定 す る も の と す る 。

２ 　 審 議 会 等 は 、 会 議 の 全 部 又 は 一 部 を 公 開 し な い こ と に 決 定 し た と き は 、

 　 そ の 理 由 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。

 　 （ 公 開 の 方 法 ）

第 ４ 条 　 審 議 会 等 の 会 議 の 公 開 は 、 会 議 の 傍 聴 を 希 望 す る 者 に 、 当 該 会 議

 　 の 傍 聴 を 認 め る こ と に よ り 行 う も の と す る 。

２ 　 審 議 会 等 が 会 議 を 公 開 す る 場 合 は 、 傍 聴 を 認 め る 定 員 を あ ら か じ め 定

 　 め 、 当 該 会 議 の 会 場 に 傍 聴 席 を 設 け る も の と す る 。

３ 　 審 議 会 等 は 、 会 議 を 公 開 す る に 当 た っ て は 、 会 議 が 公 正 か つ 円 滑 に 行

わ れ る よ う 、 傍 聴 に 係 る 遵 守 事 項 等 を 定 め 、 当 該 会 議 の 開 催 中 に お け る

 会 場 の 秩 序 維 持 に 努 め る も の と す る 。

 　 （ 会 議 開 催 の 周 知 ）

第 ５ 条 　 審 議 会 等 を 所 管 す る 課 所 室 は 、 会 議 を 公 開 す る に 当 た っ て は 、 次



の 各 号 に 掲 げ る 事 項 を 「 広 報 あ き た 」 、 秋 田 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に 掲 載 し 、

市 民 へ の 周 知 を 図 る も の と す る 。 た だ し 、 会 議 を 緊 急 に 開 催 す る 必 要 が

 生 じ た と き は 、 こ の 限 り で な い 。

 　 ( 1 )  会 議 の 名 称

 　 ( 2 )  開 催 日 時

 　 ( 3 )  開 催 場 所

 　 ( 4 )  議 題

 　 ( 5 )  傍 聴 者 の 定 員

 　 ( 6 )  傍 聴 手 続

 　 ( 7 )  そ の 他 必 要 な 事 項

  (会 議 録 の 作 成 )

第 ６ 条 　 審 議 会 等 は 、 会 議 の 公 開 ・ 非 公 開 に か か わ ら ず 、 会 議 終 了 後 速 や

 か に 会 議 録 を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。 　

 　 （ 会 議 録 の 公 開 ）

第 ７ 条 　 審 議 会 等 は 、 秋 田 市 情 報 公 開 条 例 に 基 づ く 会 議 録 の 開 示 の ほ か 、

 秋 田 市 ホ ー ム ペ ー ジ 等 を 活 用 し た 会 議 録 の 公 開 に 努 め る も の と す る 。

 第 ８ 条 　 こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。

 附 　 則

 　 こ の 要 綱 は 、 平 成 1 5年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

 附 　 則

 　 こ の 要 綱 は 、 平 成 1 7年 ８ 月 3 1日 か ら 施 行 す る 。


